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下北地域広域行政事務組合議会第１１７回定例会会議録

議事日程 令和４年９月３０日（金曜日）午前１０時開会・開議

◎ 諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 議案一括上程、提案理由の説明

第４ 議案審議（質疑、討論、採決）

（１）議案第１１号 下北地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

（２）議案第１２号 工事請負契約について

（大間消防署庁舎建設工事）

（３）議案第１３号 令和４年度下北地域広域行政事務組合一般会計補正予算

（４）議案第１４号 令和３年度下北地域広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時０３分 開会・開議

〇議長（岡崎健吾） ただいまから下北地域広域行

政事務組合議会第117回定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は15人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎諸般の報告

〇議長（岡崎健吾） 議事に入る前に、諸般の報告

を行います。

監査委員から、地方自治法第235条の２第３項

の規定に基づく例月出納検査の結果報告がありま

した。なお、関係書類は事務局に保管してありま

すので、ご閲覧願います。

以上で諸般の報告を終わります。

本日の会議は議事日程表により議事を進めま

す。

◎発言の申出

〇議長（岡崎健吾） ここで事務局長より発言の申

出がありますので、これを許可します。事務局長。

〇事務局長（杉山郷史） 議長には発言の機会を与

えていただきまして、ありがとうございます。

令和４年６月17日に開催されました第65回臨時

会の報告第４号 専決処分した事項の報告及び承

認を求めることについての令和３年度下北地域広

域行政事務組合一般会計補正予算に対する山本留

義議員からの質疑におきまして、「排水路整備工

事の設計につきましては、委託ということではな

くて、自前で設計しております」と答弁いたしま

したが、実際は設計業務を委託しておりますので、

訂正しておわび申し上げます。

〇議長（岡崎健吾） これで事務局長の発言を終わ

ります。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（岡崎健吾） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第82条の規定によ

り、４番山本留義議員及び14番北舘智明議員を指

名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（岡崎健吾） 次は、日程第２ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１

日としたいと思います。これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は本日１日と決定いたしました。

◎日程第３ 議案一括上程、提案理由

の説明

〇議長（岡崎健吾） 次は、日程第３ 議案一括上

程、提案理由の説明を行います。

議案第11号 下北地域広域行政事務組合職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例か

ら議案第14号 令和３年度下北地域広域行政事務

組合一般会計歳入歳出決算までの４件を一括上程

いたします。

管理者から提案理由の説明を求めます。管理者。

（宮下宗一郎管理者登壇）

〇管理者（宮下宗一郎） ただいま上程されました
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４議案について、提案理由及び内容の概要をご説

明申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じます。

はじめに、議案第11号 下北地域広域行政事務

組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例についてでありますが、本案は国家公務

員に係る「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援

のために講じる措置」を踏まえた人事院規則等の

一部改正を参酌し、職員の妊娠、出産、育児等と

仕事の両立支援に係る措置を講じるため、所要の

条文整備をするためものであります。

次に、議案第12号 工事請負契約についてであ

りますが、本案は大間消防署庁舎建設工事に係る

工事請負契約を締結するためのものであります。

次に、議案第13号 令和４年度下北地域広域行

政事務組合一般会計補正予算についてであります

が、本案は796万4,000円の増額補正でありまして、

これにより歳入歳出予算総額は96億1,393万

9,000円となります。

まず、歳出についてでありますが、民生費では

はまゆり学園の外気処理空調機の修繕及び令和３

年度収支における赤字額の補填に伴う経費を増額

したほか、消防費ではむつ消防団第９分団屯所の

雪害による屋根の修繕に伴う経費を増額しており

ます。

続きまして、歳入の主なものについてでありま

すが、歳出との関連において補正財源等を調整す

るため財政調整基金を取崩ししております。繰越

金では非常備消防費に係る令和３年度決算剰余金

を計上したほか、諸収入では関係市町村からの非

常備消防費に伴う受託事業収入を繰越金との関連

により調整し、減額しております。また、大間署

庁舎建設事業について、今年度から令和５年度ま

での継続費を追加しております。

次に、議案第14号 令和３年度下北地域広域行

政事務組合一般会計歳入歳出決算についてであり

ますが、歳入総額は56億3,607万9,513円で、これ

に対する歳出総額は55億959万7,299円となり、翌

年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支で

は5,406万9,214円の剰余金を生じた決算となって

おります。この剰余金のうち、4,561万1,920円を

財政調整基金に繰り入れ、残りの非常備消防費に

係る剰余金845万7,294円については翌年度に繰り

越すこととしております。

以上をもちまして、上程されました４議案につ

いてその大要を申し上げましたが、細部につきま

しては、議事の進行に伴いましてご質問により詳

細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり御議決及

びご認定賜りますようお願い申し上げる次第であ

ります。

〇議長（岡崎健吾） これで提案理由の説明を終わ

ります。

なお、議員の皆様には事前に議案をお配りして

おりますが、議案第14号 令和３年度下北地域広

域行政事務組合一般会計歳入歳出決算を除く３議

案につきましては議案熟考の時間は設けませんの

で、ご了承願います。

◎日程第４ 議案審議（質疑、討論、

採決）

〇議長（岡崎健吾） 次は、日程第４ 議案審議を

行います。

◇議案第１１号

〇議長（岡崎健吾） まず、議案第11号 下北地域

広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） 質疑なしと認めます。以上で

議案第11号の質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第11号は原案のとおり可決されました。

◇議案第１２号

〇議長（岡崎健吾） 次に、議案第12号 工事請負

契約についてを議題といたします。

本案は、大間消防署庁舎建設工事に係る工事請

負契約を締結するためのものであります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） 質疑なしと認めます。以上で

議案第12号の質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第12号は原案のとおり可決されました。

◇議案第１３号

〇議長（岡崎健吾） 次に、議案第13号 令和４年

度下北地域広域行政事務組合一般会計補正予算を

議題といたします。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） 質疑なしと認めます。以上で

議案第13号の質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第13号は原案のとおり可決されました。

◇議案第１４号

〇議長（岡崎健吾） 次に、議案第14号 令和３年

度下北地域広域行政事務組合一般会計歳入歳出決

算を議題といたします。

質疑に入る前に、令和３年度下北地域広域行政

事務組合一般会計歳入歳出決算に対する監査委員

の意見を求めます。齊藤秀人代表監査委員。

（齊藤秀人代表監査委員登壇）

〇代表監査委員（齊藤秀人） 令和３年度下北地域

広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算につい

て、審査の結果を報告いたします。

今回審査に付されました一般会計歳入歳出決算

書及び附属書類の計数は、いずれも関係証拠書類

と符合しており、正確でありました。また、予算

の執行及び財産の管理についても適正であると認

めました。

令和３年度一般会計決算は、歳入56億3,607万

9,513円、歳出55億959万7,299円、歳入歳出差引

額１億2,648万2,214円となり、うち7,241万

3,000円は翌年度に繰り越すことから、実質収支

額は5,406万9,214円の剰余金を生じた決算となっ

ております。
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事務事業の状況のうち、はまゆり学園について

は、福祉型障害児入所施設として指定管理者制度

の下、施設入所や短期入所などの事業が行われて

おります。近年、施設の入所者数が減少傾向にあ

ることから、さらなる取組に期待するものであり

ます。

次に、新ごみ処理施設整備事業については、現

在移行期とも言えますが、令和６年４月の供用開

始に向けた事業が着実に進められており、現ごみ

処理施設についても適切な維持管理が行われてお

ります。

次に、むつ衛生センターについては、10か年の

包括的運転管理業務委託契約にのっとり維持管理

が行われております。組合が管理している中継貯

留槽については、老朽化が進んでいると考えられ

ることから、適切な維持管理とその在り方につい

て今後の検討が望まれます。

次に、広域消防については、近年頻発する気象

災害や新型コロナウイルス感染症の感染状況の変

化にも的確に対応できるよう、各体制が整えられ

ており、その充実に向けても計画的に実現に備え

ております。

以上、総括的に述べたところでありますが、下

北圏域では今後ますます人口減少と少子高齢化が

進行し、財政状況は厳しさを増すものと推測され

ますが、負託されている共同処理の事務事業につ

いては内容精査、経費節減に努めながら事業を進

化させ、効果的な運営を行い、これまで以上に安

全、安心で、地域住民が快適に暮らせる圏域づく

りを実現していくことを望むものであります。

審査の詳細につきましては、お手元に配付の決

算審査意見書のとおりでありますので、ご審議の

参考にしていただければ幸いに存じます。

以上、決算審査の報告といたします。

〇議長（岡崎健吾） これで監査委員の意見を終わ

ります。

次に、事務局から令和３年度歳入歳出決算の説

明を求めます。

事務局長。

〇事務局長（杉山郷史） それでは、議案第14号

令和３年度下北地域広域行政事務組合一般会計歳

入歳出決算についてご説明いたします。

決算書の２ページ、３ページをお開き願います。

令和３年度の歳入総額は56億3,607万9,513円とな

りました。

続きまして、４ページ、５ページに移りまして、

歳入総額に対する歳出総額は55億959万7,299円と

なり、翌年度に繰り越すべき財源7,241万3,000円

を除いた実質収支額5,406万9,214円のうち、

4,561万1,920円は財政調整基金に繰り入れ、残り

の845万7,294円は非常備消防費決算剰余金として

令和４年度へ繰り越すこととしております。

それではまず、歳入についてご説明いたします。

決算書の10ページをお開き願います。10ページか

ら17ページにかけての第１款分担金及び負担金に

ついてであります。これは、構成市町村の負担金

で、組合の運営に要する費用から国庫支出金、組

合債、組合の事業または財産から生じる収入等を

控除した額でありまして、調定額、収入額ともに

50億7,477万9,000円となっております。

次に、18ページ、19ページに移りまして第２款

使用料及び手数料についてであります。これは、

一般廃棄物等処理施設アックス・グリーンへ持ち

込まれるごみの処理手数料及び消防用設備の審査

等の手数料であります。調定額、収入額ともに

8,430万3,020円となっております。

次に、20ページ、21ページに移りまして、第３

款国庫支出金についてでありますが、これは新ご

み処理施設整備事業の事業実施による国の補助金

であります。調定額、収入額ともに１億2,443万

7,000円となっております。

次に、22ページ、23ページに移りまして、第４
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款財産収入についてでありますが、土地、建物の

貸付収入と財政調整基金の利子収入であります。

調定額、収入額ともに15万8,472円となっており

ます。

次に、24ページ、25ページに移りまして、第５

款繰入金についてでありますが、これは財政調整

基金からそれぞれの事業実施に係る財源として繰

り入れたものであります。調定額、収入額ともに

3,124万3,263円となっております。

次に、26ページ、27ページに移りまして、第６

款繰越金についてでありますが、これは令和２年

度決算において発生した非常備消防費の剰余金を

繰り越したもので、調定額、収入額ともに798万

5,359円となっております。

次に、28ページに移りまして、28ページから31ペ

ージにかけての第７款諸収入についてでありま

す。これは、預金利子、自動販売機電気料、各種

保険取扱事務費のほか、非常備消防費受託事業収

入、そのほかいずれの款にも属さない収入であり

ます。調定額、収入額ともに１億4,347万3,399円

となっております。

次に、32ページ、33ページに移りまして、第８

款組合債についてであります。これは、新ごみ処

理施設建設事業の財源として借り入れたものであ

りまして、調定額、収入額ともに１億6,970万円

となっております。

続きまして、歳出についてご説明いたします。

決算書36ページ、37ページをお開き願います。第

１款議会費、第１項議会費、第１目議会費につい

てでありますが、これは下北地域広域行政事務組

合議会の運営に要した経費で、主なものは議会開

会に伴う費用弁償となっております。不用額は

392万5,165円で、主なものは新型コロナウイルス

感染症の感染拡大により議員の行政視察を中止し

たことに伴う旅費の支出減によるものなどとなっ

ております。

次に、38ページに移りまして、38ページから41ペ

ージにかけての第２款総務費、第１項総務管理費、

第１目一般管理費についてでありますが、これは

組合事務局に従事する職員の給料や事務に要した

経費で、主なものは一般職員９名分の人件費のほ

か、車両購入費及びエネルギー管理業務委託料と

なっております。不用額は301万1,951円で、主な

ものは２節給料及び４節共済費の237万3,014円と

なっており、これは職員の配置換えにより見込額

より少なかったことによるものなどとなっており

ます。

次に、40ページに移りまして、40ページから43ペ

ージにかけての第２目財政費についてであります

が、これは財政事務に要した経費であります。

次に、42ページ、43ページに移りまして、第３

目会計管理費についてでありますが、これは出納

事務に要した経費であります。

次に、第４目財政調整基金費についてでありま

すが、これは当該基金の積立てに関するものであ

ります。

次に、第２項監査委員費、第１目監査委員費に

ついてでありますが、これは監査委員事務局の運

営に要した経費であります。

次に、44ページ、45ページに移りまして、第３

款民生費、第１項児童福祉費、第１目はまゆり学

園管理費についてでありますが、これは障害児入

所施設はまゆり学園の管理運営に要した経費で、

主なものは指定管理委託料となっております。

次に、46ページに移りまして、46ページから49ペ

ージにかけての第４款衛生費、第１項清掃費、第

１目塵芥処理費についてでありますが、これは下

北郡の５市町村から排出されるごみ処理に係る一

般廃棄物等処理施設アックス・グリーンの管理運

営に要した経費でありまして、主なものは下北地

域一般廃棄物等処分事業ごみ処分委託料となって

おります。
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次に、48ページ、49ページに移りまして、第２

目容器包装リサイクル費についてでありますが、

これはアックス・グリーンに持ち込まれる瓶類、

ペットボトル及び白色トレーをリサイクルするた

めに要した経費でありまして、主なものはペット

ボトル圧縮梱包機点検委託料となっております。

次に、48ページから51ページにかけての第３目

廃乾電池等処理費についてでありますが、これは

使用済み乾電池や蛍光灯をリサイクルするために

要した経費でありまして、主なものは廃乾電池等

広域処理運搬委託料となっております。

次に、50ページ、51ページに移りまして、第４

目処理困難物等処理費についてでありますが、こ

れはスプリング入りマットレスやソファー、タイ

ヤ、バッテリーなど、アックス・グリーンで処理

が困難なため専門業者に委託して処理を行う業務

に要した経費でありまして、主なものは処理困難

物等処理委託料となっております。

次に、50ページから53ページにかけての第５目

し尿処理費についてでありますが、これは下北郡

の５市町村と野辺地町、横浜町及び六ヶ所村から

排出されるし尿及び浄化槽汚泥処理に係る汚泥再

生処理施設むつ衛生センターの管理運営に要した

経費でありまして、主なものは汚泥再生処理施設

包括的運転管理業務委託料のほか、助燃剤再資源

化業務委託料などとなっております。不用額は

130万519円で、主なものは３節職員手当等の53万

9,308円となっており、これは組織改編に伴う職

員の配置換えにより見込額より少なかったことに

よるものなどとなっております。

次に、52ページ、53ページに移りまして、第６

目中継槽処理費についてでありますが、これは一

般家庭や事業所等から収集したし尿や汚泥をむつ

衛生センターに搬入するまでの期間、一時的な貯

留等したものを収集運搬する事業でありまして、

主なものはし尿等運搬業務委託料のほか、中継貯

留槽清掃業務委託料となっております。

次に、52ページから55ページにかけての第７目

ごみ処理施設整備事業費についてでありますが、

これは令和６年４月の供用開始に向け工事を進め

ているごみ処理施設建設に係る経費でありまし

て、主なものはごみ処理施設整備工事のほか、新

ごみ処理施設排水路整備工事及び新ごみ処理施設

アプローチ道路用地立竹木伐採業務委託などとな

っております。

次に、少し飛びまして、110ページ、111ページ

をお開き願います。第６款公債費、第１項公債費、

第１目元金についてでありますが、これは長期借

入債の元金の償還に要した経費であります。

次に、第２目利子についてでありますが、これ

は長期借入債の利子の支払いに要した経費であり

ます。

次に、112ページ、113ページに移りまして、第

７款予備費、第１項予備費、第１目予備費につい

てでありますが、これは予算の不足を補うため、

各款の事務事業に充当したものでございます。

以上が事務局総務課及び廃棄物施設課で所管し

ております令和３年度下北地域広域行政事務組合

一般会計の歳入歳出決算の説明であります。ご審

査のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（岡崎健吾） 消防長。

〇消防長（畑中輝幸） それでは、第５款消防費に

ついてご説明いたします。

決算書の56ページをお開き願います。まず、第

５款消防費、第１項消防本部費、第１目本部費に

ついてでありますが、本部職員28名と会計年度任

用職員１名の給与、庁舎維持管理に係る本部負担

金、管内消防職員の訓練、研修に係る経費、高機

能指令センターの維持管理に要する経費などとな

っております。不用額は201万8,167円で、主なも

のは人件費が職員配置換えにより見込額より少な

かったことによるものなどとなっております。



- 10 -

次に、60ページをお開き願います。第２目消防

援助活動費についてでありますが、これは国から

の要請等に基づく緊急消防援助隊の派遣に要する

経費などでありまして、該当年度には派遣がなか

ったことから備蓄食料の更新のみとなっておりま

す。

次に、60ページ下段の第５款消防費、第２項消

防署費についてでありますが、管内５か所の消防

署の消防活動に要する経費でありまして、第１目

むつ署費から80ページ、第５目東通署費まであり

ますが、主なものといたしましては各消防職員の

人件費及び庁舎維持管理に係る経費のほか、消防

資機材の備品購入費などとなっております。不用

額はむつ署費から東通署費までの消防署費合計で

1,748万7,536円で、主なものは人件費の職員手当

及び共済費が見込額より少なかったことによるも

のです。

次に、82ページをお開き願います。下段の第６

目大間署庁舎建設事業費についてでありますが、

これは大間消防署庁舎建設に伴う経費でありまし

て、業務委託について翌年度の令和４年６月まで

に契約期間を延長したことにより、令和３年度の

決算では審査委員会の報酬及び旅費で支出済額

10万4,840円のみとなっており、業務委託費のう

ち7,241万3,000円は繰越明許費により令和４年度

への繰越しとなっております。

次に、84ページをお開き願います。第５款消防

費、第３項消防分署費についてでありますが、こ

れは管内４か所の消防分署の消防活動に要する経

費でありまして、第１目川内分署費から94ページ、

第４目佐井分署費までありますが、主なものとい

たしましては各消防職員の人件費及び庁舎維持管

理に係る経費のほか、消防資機材等の備品購入費

などとなっております。不用額は、川内分署費か

ら佐井分署費までの消防分署費合計で887万

9,892円で、主なものは人件費の職員手当、共済

費が見込額より少なかったことによるものです。

次に、96ページをお開き願います。第５款消防

費、第４項非常備消防費についてでありますが、

これは管内構成市町村から受託している消防団事

務に要する経費でありまして、第１目むつ非常備

消防費から106ページ、第４目佐井非常備消防費

までありますが、主なものといたしましては各消

防団の団員に係る報酬、費用弁償となっておりま

す。不用額は790万1,477円で、主なものは新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大により各行事を中

止したことに伴う費用弁償の支出減によるものな

どとなっております。

以上が第５款消防費の令和３年度下北地域広域

行政事務組合一般会計の歳出決算の説明でありま

す。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（岡崎健吾） これで令和３年度歳入歳出決

算の説明を終わります。

ここで議案熟考のため、午前10時55分まで暫時

休憩いたします。

休憩 午前１０時４１分

再開 午前１０時５５分

〇議長（岡崎健吾） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

これより議案第14号の質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） 質疑なしと認めます。以上で

議案第14号の質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり認定することにご異議あり

ませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（岡崎健吾） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第14号は原案のとおり認定されました。

◎閉会の宣告

〇議長（岡崎健吾） これで本定例会に付議された

事件は、全て議了いたしました。

以上で下北地域広域行政事務組合議会第117回

定例会を閉会いたします。

閉会 午前１０時５６分
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署 名

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。

下北地域広域行政事務組合議会議長 岡 崎 健 吾

下北地域広域行政事務組合議会議員 山 本 留 義

下北地域広域行政事務組合議会議員 北 舘 智 明
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下北地域広域行政事務組合議会第１１７回定例会会期日程表

日 程 月 日 曜日 会 議 区 分 会 議 内 容

開 会

◎ 諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第 １ 日 ９月３０日 金 本 会 議 第２ 会期の決定

第３ 議案一括上程、提案理由の説明

第４ 議案審議（質疑、討論、採決）

閉 会
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議 案 等 一 覧 表

（管理者提出議案）

議案番号等 件 名 議決月日 審議結果

下北地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条
１１ ９月３０日 原案可決

例の一部を改正する条例

工事請負契約について
１２ ９月３０日 原案可決

（大間消防署庁舎建設工事）

１３ 令和４年度下北地域広域行政事務組合一般会計補正予算 ９月３０日 原案可決

令和３年度下北地域広域行政事務組合一般会計歳入歳出
１４ ９月３０日 認 定

決算


